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基本
理念

○ 多様な主体の連携等（県民等と連携協力して取り組むこと）
○ 県民及び事業者の意識の高揚等
○ 花とみどりの効用の有効活用 ○ 良好な景観の形成

県の責務 県民及び事業者の役割 県と市町との協働

基本的施策

○ 公共施設等における
花とみどりの活用
○ 街路樹文化の振興
○ 花とみどりの文化の振興
○ 園芸福祉の推進
○ 花とみどりの教育の推進
○ 花とみどりの名所づくりの推進
○ 人材育成等
○ 調査研究の推進
○ 気運の醸成
○ 顕彰

基本計画

○ 花とみどりの活用の推進に関する基本的な方針
○ 花とみどりの活用の推進に関する主要な目標
○ 基本的施策その他の施策のうち、花とみどりの
活用の推進に関し、県が総合的かつ計画的に
講ずべきもの
○ そのほか、花とみどりの活用の推進に関する
施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項

○ 三重県花の日及び三重県植樹の日の設定 ○ 財政上の措置

県内全域において、花とみどりの活用を
効果的かつ計画的に推進することができる体制
※ 国、市町、県民及び事業者との連携協力
（富山県における「花と緑の銀行」を想定）

施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な体制

（県庁における「専門監」を想定）

専門的な知識及び技術を有する職員の確保及び資質の向上

○ 体制の整備
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花とみどりの活用推進検討会議

関係行政機関の職員

学識経験のある者

花と緑の活用の推進に関する事業に従事する者 等
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